
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

�
�

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
四
年
島
根
県
規
則
第
五
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
�
�

削
除

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

�

削
除

様
式
第
五
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年�月��日 第�����号(�)

第
一
、
五
〇
八
号

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

(

金
曜
日)

�
�

�
�精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

(

障
害
者
福
祉
課)

一

一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

会

計

課)

五

�
�県

営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

農

村

整

備

課)

五

公
有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願

(

河

川

課)

五

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等
の
一
部
改
正

(

二
件)
(

会

計

課)

九

�
�都

市
計
画
の
決
定
案
の
縦
覧

(

五
件)

(
都

市

計

画

課)

一
〇

��������������������
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�
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�
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�
�
�
�
�
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�
�
�
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�
�
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�
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�
�
�
�
�
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�
�
�
�
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�
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�
 
!
"
#
�
�
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
�
�
2
3
4
5
6
+
,
�
�
(

規
則
第

九
二
号)

一

規
則
の
概
要

�

公
費
負
担
の
申
請
に
添
え
る
診
断
書
の
様
式
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

様
式
第
五
号

そ
の
一
関
係)

�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
申
請
に
添
え
る
診
断
書
の
様
式
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

様
式
第
五
号
そ
の
二
関
係)

�

そ
の
他
規
定
の
整
備

�����������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������

二

施
行
期
日

平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
7
8
�
�
�
2
3
4
5
6
+
,
�
�
(

規
則
第
九
三
号)

一

規
則
の
概
要

規
定
の
整
理
を
す
る
こ
と
と
し
た
。(

様
式
第
八
号
、
様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
二
十
四
号
、

様
式
第
四
十
二
号
関
係)

二

施
行
期
日

平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

������������������������

�����������������������
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島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (�)

�������� (第�条関係)

診 断 書 (通院医療費公費負担申請用)

(注) 通院医療費公費負担の申請に併せて精神障害者保健福祉手帳の交付等の申請を行う場合は､ 様式第	号
その
の診断書を使用すること｡

氏 名 年 月 日生 (満 歳) 男 ・ 女

住 所 島根県

① 病名 (�主たる精神障
害には状態像ではなく病
名を記載し､ ��カテゴ
リーには��～��､ ��を
記入すること｡ )

��カテゴリー

� 主たる精神障害 ( ― )

� 従たる精神障害 ( ― )

� 身体合併症

② 発病から現在までの病
歴 (推定発病年月､ 精神
科受診歴等)

(推定発病時期 年 月 頃)

③ 現在の病状､ 状態像等 (該当する項目番号を○で囲むこと｡ )
� 抑うつ状態
� 思考・運動抑制 
 刺激性・興奮 � 憂うつ気分
� その他 ( )

� そう状態
� 行為心迫 
 多弁 � 感情高揚・刺激性 � その他 ( )

� 幻覚妄想状態
� 幻覚 
 妄想 � その他 ( )

� 精神運動興奮及び昏迷の状態
� 興奮 
 昏迷 � 拒絶 � その他 ( )

� 統合失調症等残遺状態
� 自閉 
 感情鈍麻 � 意欲の減退 � その他 ( )

� 感情及び行動の障害
� 爆発性 
 暴力・衝動行為 � 多動 � 食行動の異常
	 その他 ( )

� 不安及び不穏
� 強度の不安・恐怖感 
 強迫体験 � その他 ( )

� けいれん及び意識障害
� けいれん 
 意識障害 � その他 ( )

	 精神作用物質の乱用及び依存
� アルコール 
 覚せい剤 � 有機溶剤 � その他 ( )


 知能障害
� 知的障害 (精神遅滞) ア 軽度 イ 中等度 ウ 重度

 痴呆 ア 軽度 イ 中等度 ウ 重度

� 継続治療により寛解状態

④ ③の病状､ 状態像等の具
体的程度､ 症状等

⑤ 現在の治療内容 (該当する□にレ印を付けること｡ )
□ 向精神薬等の投与 □ 訪問看護 □ その他
□ 通院精神療法 □ デイケア

� 

実施の場合は □ 自医療機関
□ 他医療機関

⑥ 備考 年 月 日

医療機関所在地

名 称

電 話 番 号

医師氏名(自署)



島 根 県 報

様
式
第
五
号
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年�月��日 第�����号(	)

�������� (第��条関係)

診 断 書 (精神障害者保健福祉手帳用)

氏 名 年 月 日生 (満 歳) 男 ・ 女

住 所 島根県

① 病名 (�主たる精神障
害には状態像ではなく病
名を記載し､ 
��カテゴ
リーには�～�､ ��を
記入すること｡ )


��カテゴリー
� 主たる精神障害 ( ― )

� 従たる精神障害 ( ― )

� 身体合併症

② 発病から現在までの病歴及び治療の経過､ 内容､ 就学・就労状況等､ 社会復帰施設・グループホーム・作
業所等の利用状況､ 期間､ その他参考となる事項

(推定発病時期 年 月 頃)

(精神科受診歴等) 初診年月日 年 月 日 医療機関名
□診療録で確認 □本人又は家族の申立て
初診以後現在までの入院歴 約 回

最近�年間の治療歴
医療機関名 治療期間 通院・入院 転帰 (軽快・悪化・不変等)

年 月～ 年 月 通・入 ( 回) 軽・悪・不・他 ( )

年 月～ 年 月 通・入 ( 回) 軽・悪・不・他 ( )

年 月～ 年 月 通・入 ( 回) 軽・悪・不・他 ( )

年 月～ 年 月 通・入 ( 回) 軽・悪・不・他 ( )

③ 現在の病状､ 状態像等 (該当する項目番号を○で囲むこと｡ )
� 抑うつ状態
� 思考・運動抑制 � 刺激性・興奮 � 憂うつ気分
� その他 ( )

� そう状態
� 行為心迫 � 多弁 � 感情高揚・刺激性 � その他 ( )

� 幻覚妄想状態
� 幻覚 � 妄想 � その他 ( )

� 精神運動興奮及び昏迷の状態
� 興奮 � 昏迷 � 拒絶 � その他 ( )

� 統合失調症等残遺状態
� 自閉 � 感情鈍麻 � 意欲の減退 � その他 ( )

� 感情及び行動の障害
� 爆発性 � 暴力・衝動行為 � 多動 � 食行動の異常
� その他 ( )

� 不安及び不穏
� 強度の不安・恐怖感 � 強迫体験 � その他 ( )

� けいれん及び意識障害
� けいれん � 意識障害 � その他 ( )
上記�～�がある場合は､ 発作の類型をア～エから選択し､ その頻度を記入
すること｡
発作の類型 ア 意識障害はないが､ 随意運動が失われる発作

イ 意識を失い､ 行為を途絶するが､ 倒れない発作
ウ 意識障害の有無を問わず､ 転倒する発作
エ 意識障害を呈し､ 状況にそぐわない行為を示す発作

頻度 約 ( ) 回／ ( ) 月
	 精神作用物質の乱用及び依存
� アルコール � 覚せい剤 � 有機溶剤 � その他 ( )


 知能障害
� 知的障害 (精神遅滞) ア 軽度 イ 中等度 ウ 重度
� 痴呆 ア 軽度 イ 中等度 ウ 重度

④ ③の病状､ 状態像等の
具体的程度､ 症状等



島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (	)

⑤ 生活能力の状態 (保護的環境ではなく､ 例えばアパート等で単身生活を行つた場合を想定して判定すること｡)


 現在の生活環境

入院・入所 (施設名 ) ・ 在宅 ・ その他

� 日常生活能力の判定 (該当する欄に○を記入すること｡ )

� 日常生活能力の程度 (該当する番号を選んで､ どれか一つを○で囲むこと｡ )

� 精神障害を認めるが､ 日常生活及び社会生活は普通にできる｡

� 精神障害を認め､ 日常生活及び社会生活に一定の制限を受ける｡

� 精神障害を認め､ 日常生活に著しい制限を受けており､ 時に応じて援助を必要とする｡

� 精神障害を認め､ 日常生活に著しい制限を受けており､ 常時援助を必要とする｡

� 精神障害を認め､ 身の回りのことはほとんどできない｡

⑥ 現在の精神保健福祉サービス等の利用状況 (該当する□にレ印を付けること｡ ) □ 特になし

社会復帰施設 (□生活訓練施設 □授産施設 □福祉ホーム □福祉工場 □地域生活支援センター)

□ 共同作業所 □ グループホーム

□ ホームヘルプ □ 訪問看護・指導

□ 療育手帳

□ その他 ( )

⑦ 備考

年 月 日

医療機関所在地

名 称

電 話 番 号

医師氏名(自署)

自発的 (適
切) にでき
る

自発的 (適
切) にでき
るが援助が
必要

援助があれ
ばできる

できない

� 適切な食事摂取

� 身辺の清潔保持

� 金銭管理と買物

� 通院と服薬 ( 要 ・ 不要)

� 他人との意思伝達・対人関係

� 身辺の安全保持・危機管理

� 社会的手続や公共施設の利用

� 趣味・娯楽への関心､ 文化的社会的活動への参加



島 根 県 報
�

�

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
	


�

島
根
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
会
計
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
島
根
県
規
則
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
八
号
そ
の
一
の
裏
面
、
様
式
第
十
一
号
の
裏
面
、
様
式
第
二
十
四
号
の
二
の
裏
面
、
様
式
第
四

十
二
号
そ
の
一
の
裏
面
及
び
同
様
式
そ
の
二
の
裏
面
中

｢山
陰
労
働
金
庫
の
本
店
及
び
｣

を

｢中
国
労
働

金
庫
の
｣

に
改
め
、

｢島
根
益
田
信
用
組
合
の
本
店
及
び
支
店
｣

の
下
に

｢､
信
用
組
合
広
島
商
銀
松
江

支
店
｣

を
加
え
る
。

�
�

(

施
行
期
日)

�

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

�

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
島
根
県
会
計
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の

施
行
の
際
現
に
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�


�
�
�
�

�
�
�
�
	
�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

飯
石
北
地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
区
画
整
理
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

の
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

飯
石
北
地
区
区
画
整
理
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

三
刀
屋
町
役
場
及
び
掛
合
町
役
場

�
�
�
�

�
�
�
�
	
�
�

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
縦
覧
場
所
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
三
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

出
願
人

島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
大
字
片
江
九
九
三
番
地
二

美
保
関
町

町
長

作
野
律
雄

二

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

�

埋
立
区
域

一�

位
置

島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
大
字
下
宇
部
尾
四
八
一
番
地
先
道
路
敷
か
ら
同
町
大
字
下
宇
部
尾
四

八
八
―
二
番
地
先
国
有
護
岸
を
経
て
同
町
大
字
下
宇
部
尾
一
一
三
三
―
一
番
地
に
至
る
間
の
地
先

公
有
水
面

二�

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
一
の
地
点
と
一
七
〇
の
地
点
と
結
ぶ
中
海
の
高
水
位

(

Ｔ
�
Ｐ
�
＋
一
・
四
一
ｍ)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
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一
の
地
点

和
田
多
鼻
四
等
三
角
点

(

北
緯
三
五
度
三
一
分
五
四
・
五
九
秒
、
東
経
一
三
三
度
〇

九
分
四
八
・
六
五
秒)

か
ら
六
一
度
一
八
分
三
四
秒
、
七
八
三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
の
地
点

一
の
地
点
よ
り
二
一
度
三
四
分
〇
五
秒
、
六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
の
地
点

二
の
地
点
よ
り
二
五
度
三
三
分
三
六
秒
、
六
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
の
地
点

三
の
地
点
よ
り
四
五
度
三
九
分
三
二
秒
、
一
五
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
の
地
点

四
の
地
点
よ
り
一
六
度
五
三
分
一
二
秒
、
八
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
の
地
点

五
の
地
点
よ
り
三
度
三
七
分
一
七
秒
、
三
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
の
地
点

六
の
地
点
よ
り
三
五
一
度
三
五
分
四
八
秒
、
四
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
の
地
点

七
の
地
点
よ
り
三
三
七
度
四
五
分
〇
四
秒
、
一
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
の
地
点

八
の
地
点
よ
り
三
〇
七
度
三
七
分
三
四
秒
、
三
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
の
地
点

九
の
地
点
よ
り
三
一
五
度
二
七
分
五
七
秒
、
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
の
地
点

一
〇
の
地
点
よ
り
三
一
六
度
五
五
分
一
九
秒
、
五
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
の
地
点

一
一
の
地
点
よ
り
二
九
七
度
三
四
分
五
五
秒
、
三
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
の
地
点

一
二
の
地
点
よ
り
三
〇
五
度
二
六
分
一
二
秒
、
三
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
の
地
点

一
三
の
地
点
よ
り
二
三
三
度
一
九
分
四
〇
秒
、
八
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
の
地
点

一
四
の
地
点
よ
り
二
三
六
度
一
一
分
三
五
秒
、
二
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
の
地
点

一
五
の
地
点
よ
り
三
〇
二
度
〇
六
分
一
七
秒
、
三
〇
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
七
の
地
点

一
六
の
地
点
よ
り
二
八
一
度
四
〇
分
三
六
秒
、
七
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
八
の
地
点

一
七
の
地
点
よ
り
二
三
三
度
一
四
分
一
七
秒
、
一
〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九
の
地
点

一
八
の
地
点
よ
り
二
二
三
度
三
五
分
一
二
秒
、
八
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇
の
地
点

一
九
の
地
点
よ
り
二
一
〇
度
五
七
分
二
三
秒
、
六
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
一
の
地
点

二
〇
の
地
点
よ
り
二
二
九
度
一
四
分
五
四
秒
、
一
二
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
の
地
点

二
一
の
地
点
よ
り
二
一
六
度
二
二
分
一
六
秒
、
九
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
三
の
地
点

二
二
の
地
点
よ
り
二
五
五
度
四
一
分
五
九
秒
、
五
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
四
の
地
点

二
三
の
地
点
よ
り
二
七
八
度
一
五
分
三
四
秒
、
六
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五
の
地
点

二
四
の
地
点
よ
り
二
八
四
度
五
四
分
二
一
秒
、
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六
の
地
点

二
五
の
地
点
よ
り
二
七
八
度
三
一
分
五
一
秒
、
八
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
七
の
地
点

二
六
の
地
点
よ
り
二
六
五
度
〇
一
分
四
九
秒
、
四
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八
の
地
点

二
七
の
地
点
よ
り
二
四
六
度
四
五
分
一
八
秒
、
八
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
九
の
地
点

二
八
の
地
点
よ
り
二
五
九
度
四
七
分
〇
六
秒
、
五
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
の
地
点

二
九
の
地
点
よ
り
二
五
一
度
〇
八
分
三
八
秒
、
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
一
の
地
点

三
〇
の
地
点
よ
り
二
四
八
度
四
二
分
四
九
秒
、
四
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
二
の
地
点

三
一
の
地
点
よ
り
二
五
八
度
一
一
分
二
〇
秒
、
一
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
三
の
地
点

三
二
の
地
点
よ
り
二
五
五
度
四
八
分
〇
五
秒
、
四
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
四
の
地
点

三
三
の
地
点
よ
り
三
〇
二
度
二
一
分
一
八
秒
、
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
五
の
地
点

三
四
の
地
点
よ
り
三
三
三
度
三
九
分
四
五
秒
、
九
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
六
の
地
点

三
五
の
地
点
よ
り
三
三
四
度
五
四
分
〇
二
秒
、
一
一
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
七
の
地
点

三
六
の
地
点
よ
り
三
二
六
度
四
三
分
一
二
秒
、
一
一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
八
の
地
点

三
七
の
地
点
よ
り
三
五
六
度
一
八
分
三
三
秒
、
一
一
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
九
の
地
点

三
八
の
地
点
よ
り
三
二
六
度
五
九
分
二
二
秒
、
四
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〇
の
地
点

三
九
の
地
点
よ
り
五
七
度
一
三
分
三
七
秒
、
一
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
一
の
地
点

四
〇
の
地
点
よ
り
五
二
度
五
五
分
四
〇
秒
、
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
の
地
点

四
一
の
地
点
よ
り
五
二
度
五
四
分
一
四
秒
、
四
九
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三
の
地
点

四
二
の
地
点
よ
り
五
二
度
五
六
分
四
八
秒
、
四
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
四
の
地
点

四
三
の
地
点
よ
り
五
二
度
五
三
分
一
四
秒
、
四
五
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
五
の
地
点

四
四
の
地
点
よ
り
五
五
度
三
九
分
一
九
秒
、
四
一
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
六
の
地
点

四
五
の
地
点
よ
り
五
八
度
三
八
分
二
九
秒
、
一
〇
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
七
の
地
点

四
六
の
地
点
よ
り
六
七
度
四
二
分
二
一
秒
、
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
八
の
地
点

四
七
の
地
点
よ
り
八
三
度
三
二
分
五
二
秒
、
五
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
九
の
地
点

四
八
の
地
点
よ
り
九
三
度
五
六
分
四
〇
秒
、
二
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
〇
の
地
点

四
九
の
地
点
よ
り
一
〇
四
度
四
八
分
四
四
秒
、
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
一
の
地
点

五
〇
の
地
点
よ
り
一
二
〇
度
二
七
分
二
六
秒
、
五
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
二
の
地
点

五
一
の
地
点
よ
り
一
三
六
度
三
九
分
四
〇
秒
、
五
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
三
の
地
点

五
二
の
地
点
よ
り
一
五
一
度
三
一
分
二
三
秒
、
四
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
四
の
地
点

五
三
の
地
点
よ
り
一
五
九
度
四
三
分
一
三
秒
、
七
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
五
の
地
点

五
四
の
地
点
よ
り
一
五
九
度
二
九
分
三
六
秒
、
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
六
の
地
点

五
五
の
地
点
よ
り
一
四
八
度
四
八
分
四
二
秒
、
四
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
七
の
地
点

五
六
の
地
点
よ
り
一
三
二
度
三
八
分
一
六
秒
、
五
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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五
八
の
地
点

五
七
の
地
点
よ
り
一
一
四
度
三
六
分
一
五
秒
、
四
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
九
の
地
点

五
八
の
地
点
よ
り
一
〇
一
度
四
一
分
二
八
秒
、
五
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
〇
の
地
点

五
九
の
地
点
よ
り
八
六
度
一
〇
分
四
〇
秒
、
四
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
一
の
地
点

六
〇
の
地
点
よ
り
六
四
度
五
五
分
二
七
秒
、
六
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
二
の
地
点

六
一
の
地
点
よ
り
四
九
度
五
八
分
二
九
秒
、
五
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
三
の
地
点

六
二
の
地
点
よ
り
三
三
度
四
五
分
三
四
秒
、
五
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
四
の
地
点

六
三
の
地
点
よ
り
一
九
度
二
二
分
一
三
秒
、
四
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
五
の
地
点

六
四
の
地
点
よ
り
九
度
四
一
分
四
三
秒
、
一
二
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
六
の
地
点

六
五
の
地
点
よ
り
一
三
度
一
九
分
一
三
秒
、
四
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
七
の
地
点

六
六
の
地
点
よ
り
二
三
度
四
八
分
五
九
秒
、
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
八
の
地
点

六
七
の
地
点
よ
り
三
七
度
二
一
分
一
八
秒
、
三
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
九
の
地
点

六
八
の
地
点
よ
り
四
八
度
一
二
分
四
五
秒
、
三
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
〇
の
地
点

六
九
の
地
点
よ
り
五
四
度
四
一
分
五
四
秒
、
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
一
の
地
点

七
〇
の
地
点
よ
り
六
四
度
〇
三
分
五
九
秒
、
四
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
二
の
地
点

七
一
の
地
点
よ
り
六
九
度
二
二
分
〇
五
秒
、
五
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
三
の
地
点

七
二
の
地
点
よ
り
六
九
度
〇
二
分
三
〇
秒
、
一
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
四
の
地
点

七
三
の
地
点
よ
り
六
二
度
二
八
分
三
三
秒
、
六
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
五
の
地
点

七
四
の
地
点
よ
り
五
六
度
五
二
分
四
三
秒
、
一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
六
の
地
点

七
五
の
地
点
よ
り
五
一
度
三
七
分
四
六
秒
、
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
七
の
地
点

七
六
の
地
点
よ
り
四
三
度
〇
八
分
五
六
秒
、
七
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
八
の
地
点

七
七
の
地
点
よ
り
三
五
度
一
五
分
一
一
秒
、
六
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
九
の
地
点

七
八
の
地
点
よ
り
二
七
度
一
二
分
四
九
秒
、
二
五
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
〇
の
地
点

七
九
の
地
点
よ
り
三
一
度
〇
三
分
一
五
秒
、
五
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
一
の
地
点

八
〇
の
地
点
よ
り
四
四
度
五
八
分
四
五
秒
、
五
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
二
の
地
点

八
一
の
地
点
よ
り
六
一
度
二
五
分
三
四
秒
、
四
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
三
の
地
点

八
二
の
地
点
よ
り
七
五
度
〇
八
分
二
四
秒
、
四
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
四
の
地
点

八
三
の
地
点
よ
り
八
一
度
四
一
分
一
一
秒
、
三
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
五
の
地
点

八
四
の
地
点
よ
り
八
七
度
五
六
分
〇
九
秒
、
二
一
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
六
の
地
点

八
五
の
地
点
よ
り
八
四
度
二
四
分
一
四
秒
、
二
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
七
の
地
点

八
六
の
地
点
よ
り
七
六
度
〇
八
分
五
五
秒
、
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
八
の
地
点

八
七
の
地
点
よ
り
六
三
度
四
三
分
三
二
秒
、
一
五
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
九
の
地
点

八
八
の
地
点
よ
り
六
七
度
〇
八
分
〇
八
秒
、
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
〇
の
地
点

八
九
地
点
よ
り
七
二
度
〇
二
分
一
九
秒
、
五
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
一
の
地
点

九
〇
の
地
点
よ
り
八
〇
度
二
四
分
五
一
秒
、
六
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
二
の
地
点

九
一
の
地
点
よ
り
八
七
度
三
七
分
四
四
秒
、
四
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
三
の
地
点

九
二
の
地
点
よ
り
一
九
二
度
二
九
分
四
六
秒
、
一
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
四
の
地
点

九
三
の
地
点
よ
り
一
九
五
度
四
六
分
〇
六
秒
、
八
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
五
の
地
点

九
四
の
地
点
よ
り
一
七
八
度
三
八
分
三
一
秒
、
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
六
の
地
点

九
五
の
地
点
よ
り
一
六
四
度
〇
七
分
五
〇
秒
、
三
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
七
の
地
点

九
六
の
地
点
よ
り
一
三
四
度
〇
一
分
五
八
秒
、
四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八
の
地
点

九
七
の
地
点
よ
り
一
〇
七
度
二
九
分
〇
五
秒
、
六
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
九
の
地
点

九
八
の
地
点
よ
り
一
一
二
度
〇
七
分
〇
七
秒
、
三
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
〇
の
地
点

九
九
の
地
点
よ
り
一
四
六
度
一
七
分
一
二
秒
、
八
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
一
の
地
点

一
〇
〇
の
地
点
よ
り
一
五
一
度
四
二
分
二
八
秒
、
三
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
二
の
地
点

一
〇
一
の
地
点
よ
り
三
八
度
四
四
分
三
〇
秒
、
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
三
の
地
点

一
〇
二
の
地
点
よ
り
三
四
九
度
二
六
分
四
八
秒
、
七
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
四
の
地
点

一
〇
三
の
地
点
よ
り
四
八
度
二
二
分
一
二
秒
、
六
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
五
の
地
点

一
〇
四
の
地
点
よ
り
四
一
度
二
九
分
二
八
秒
、
一
一
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
六
の
地
点

一
〇
五
の
地
点
よ
り
八
七
度
二
四
分
四
五
秒
、
二
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
七
の
地
点

一
〇
六
の
地
点
よ
り
三
四
度
四
三
分
一
一
秒
、
一
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
八
の
地
点

一
〇
七
の
地
点
よ
り
三
四
度
四
六
分
〇
八
秒
、
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
九
の
地
点

一
〇
八
の
地
点
よ
り
一
三
一
度
〇
六
分
二
七
秒
、
一
〇
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
一
〇
の
地
点

一
〇
九
の
地
点
よ
り
一
四
〇
度
一
七
分
四
一
秒
、
三
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
一
の
地
点

一
一
〇
の
地
点
よ
り
一
五
二
度
五
五
分
四
一
秒
、
三
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
二
の
地
点

一
一
一
の
地
点
よ
り
一
六
二
度
四
七
分
二
四
秒
、
一
三
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
一
三
の
地
点

一
一
二
の
地
点
よ
り
一
七
一
度
五
六
分
一
三
秒
、
二
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平成��年�月��日 第�����号(	)
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一
一
四
の
地
点

一
一
三
の
地
点
よ
り
一
八
四
度
一
八
分
一
五
秒
、
二
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
五
の
地
点

一
一
四
の
地
点
よ
り
二
〇
一
度
二
四
分
五
三
秒
、
三
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
六
の
地
点

一
一
五
の
地
点
よ
り
二
二
一
度
二
三
分
〇
六
秒
、
三
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
七
の
地
点

一
一
六
の
地
点
よ
り
二
三
二
度
二
三
分
三
二
秒
、
七
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
八
の
地
点

一
一
七
の
地
点
よ
り
二
三
四
度
五
五
分
四
五
秒
、
三
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
九
の
地
点

一
一
八
の
地
点
よ
り
二
三
七
度
三
五
分
二
一
秒
、
四
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
〇
の
地
点

一
一
九
の
地
点
よ
り
二
四
二
度
五
四
分
五
五
秒
、
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
一
の
地
点

一
二
〇
の
地
点
よ
り
二
四
八
度
一
九
分
一
七
秒
、
四
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
二
の
地
点

一
二
一
の
地
点
よ
り
二
五
一
度
五
四
分
三
五
秒
、
一
八
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
二
三
の
地
点

一
二
二
の
地
点
よ
り
二
九
二
度
〇
六
分
三
〇
秒
、
一
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
二
四
の
地
点

一
二
三
の
地
点
よ
り
二
八
六
度
一
五
分
三
七
秒
、
一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
五
の
地
点

一
二
四
の
地
点
よ
り
二
七
一
度
五
五
分
四
四
秒
、
二
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
六
の
地
点

一
二
五
の
地
点
よ
り
二
五
八
度
一
五
分
四
四
秒
、
二
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
七
の
地
点

一
二
六
の
地
点
よ
り
二
四
九
度
一
七
分
三
六
秒
、
三
七
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
二
八
の
地
点

一
二
七
の
地
点
よ
り
二
四
二
度
一
七
分
五
九
秒
、
五
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
九
の
地
点

一
二
八
の
地
点
よ
り
二
三
二
度
〇
六
分
二
六
秒
、
五
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
〇
の
地
点

一
二
九
の
地
点
よ
り
二
二
三
度
〇
一
分
四
二
秒
、
六
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
一
の
地
点

一
三
〇
の
地
点
よ
り
二
二
三
度
一
〇
分
三
一
秒
、
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
二
の
地
点

一
三
一
の
地
点
よ
り
二
二
二
度
〇
七
分
一
五
秒
、
三
九
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
三
三
の
地
点

一
三
二
の
地
点
よ
り
二
一
七
度
四
八
分
三
二
秒
、
七
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
四
の
地
点

一
三
三
の
地
点
よ
り
二
一
三
度
四
三
分
三
八
秒
、
二
二
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
三
五
の
地
点

一
三
四
の
地
点
よ
り
一
一
〇
度
五
一
分
〇
七
秒
、
三
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
六
の
地
点

一
三
五
の
地
点
よ
り
二
一
四
度
二
八
分
二
〇
秒
、
〇
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
七
の
地
点

一
三
六
の
地
点
よ
り
二
一
四
度
二
七
分
五
四
秒
、
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
八
の
地
点

一
三
七
の
地
点
よ
り
二
〇
四
度
四
三
分
一
八
秒
、
七
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
九
の
地
点

一
三
八
の
地
点
よ
り
一
九
七
度
〇
九
分
四
一
秒
、
五
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
〇
の
地
点

一
三
九
の
地
点
よ
り
一
九
六
度
〇
二
分
五
七
秒
、
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
一
の
地
点

一
四
〇
の
地
点
よ
り
一
八
七
度
三
六
分
一
四
秒
、
一
七
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
四
二
の
地
点

一
四
一
の
地
点
よ
り
一
七
九
度
三
五
分
二
四
秒
、
一
二
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
四
三
の
地
点

一
四
二
の
地
点
よ
り
一
六
八
度
〇
六
分
五
九
秒
、
八
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
四
の
地
点

一
四
三
の
地
点
よ
り
一
六
五
度
〇
〇
分
四
一
秒
、
一
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点
一
四
五
の
地
点

一
四
四
の
地
点
よ
り
一
六
六
度
〇
一
分
五
七
秒
、
九
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
六
の
地
点

一
四
五
の
地
点
よ
り
一
三
七
度
〇
一
分
三
五
秒
、
八
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
七
の
地
点

一
四
六
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
一
〇
分
〇
六
秒
、
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
八
の
地
点

一
四
七
の
地
点
よ
り
三
五
二
度
二
四
分
一
九
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
九
の
地
点

一
四
八
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
九
分
五
九
秒
、
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
〇
の
地
点

一
四
九
の
地
点
よ
り
一
七
二
度
二
四
分
一
九
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
一
の
地
点

一
五
〇
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
七
分
〇
六
秒
、
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
二
の
地
点

一
五
一
の
地
点
よ
り
三
五
三
度
一
〇
分
二
七
秒
、
二
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
三
の
地
点

一
五
二
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
九
分
二
三
秒
、
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
四
の
地
点

一
五
三
の
地
点
よ
り
一
七
三
度
一
〇
分
一
六
秒
、
二
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
五
の
地
点

一
五
四
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
五
分
五
五
秒
、
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
六
の
地
点

一
五
五
の
地
点
よ
り
三
五
二
度
二
四
分
一
九
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
七
の
地
点

一
五
六
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
九
分
五
九
秒
、
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
八
の
地
点

一
五
七
の
地
点
よ
り
一
七
二
度
二
四
分
一
九
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
九
の
地
点

一
五
八
地
点
よ
り
二
六
三
度
一
〇
分
〇
三
秒
、
八
一
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
〇
の
地
点

一
五
九
の
地
点
よ
り
三
五
四
度
〇
五
分
三
八
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
一
の
地
点

一
六
〇
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
九
分
五
九
秒
、
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
二
の
地
点

一
六
一
の
地
点
よ
り
一
七
二
度
〇
八
分
四
八
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
三
の
地
点

一
六
二
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
七
分
〇
六
秒
、
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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一
六
四
の
地
点

一
六
三
の
地
点
よ
り
三
五
三
度
一
〇
分
二
七
秒
、
二
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
五
の
地
点

一
六
四
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
九
分
二
三
秒
、
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
六
の
地
点

一
六
五
の
地
点
よ
り
一
七
三
度
一
〇
分
二
七
秒
、
二
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
七
の
地
点

一
六
六
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
一
五
分
四
一
秒
、
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
八
の
地
点

一
六
七
の
地
点
よ
り
三
五
二
度
二
四
分
一
九
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
九
の
地
点

一
六
八
の
地
点
よ
り
二
六
三
度
〇
九
分
五
九
秒
、
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
七
〇
の
地
点

の
一
六
九
地
点
よ
り
一
七
二
度
二
四
分
一
九
秒
、
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三�

面
積

四
三
、
〇
九
三
・
七
四
平
方
メ
ー
ト
ル

�

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

一�

位
置

島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
大
字
下
宇
部
尾
四
八
一
番
地
か
ら
同
町
大
字
下
宇
部
尾
四
七
八
―
一

番
地
、
五
四
四
―
七
番
地
を
経
て
一
一
三
一
―
一
番
地
に
至
る
間
の
土
地
と
地
先
公
有
水
面
及
び

国
道
四
三
一
号
道
路
敷

二�

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
ノ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

ア
の
地
点

和
田
多
鼻
四
等
三
角
点

(

北
緯
三
五
度
三
一
分
五
四
・
五
九
秒
、
東
経
一
か
三
三
度

〇
九
分
四
八
・
六
五
秒)

か
ら
六
九
度
〇
七
分
三
四
秒
、
六
八
四
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

イ
の
地
点

ア
の
地
点
よ
り
三
五
三
度
〇
九
分
五
八
秒
、
一
〇
七
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
の
地
点

イ
の
地
点
よ
り
五
一
度
四
二
分
五
九
秒
、
四
六
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
の
地
点

ウ
の
地
点
よ
り
三
一
三
度
四
九
分
〇
八
秒
、
三
五
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
の
地
点

エ
の
地
点
よ
り
二
三
二
度
四
八
分
五
五
秒
、
五
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
の
地
点

オ
の
地
点
よ
り
二
七
四
度
〇
三
分
三
五
秒
、
三
八
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
の
地
点

カ
の
地
点
よ
り
二
三
四
度
〇
三
分
二
七
秒
、
五
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
の
地
点

キ
の
地
点
よ
り
二
四
〇
度
一
四
分
三
五
秒
、
六
〇
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ
の
地
点

ク
の
地
点
よ
り
二
五
四
度
〇
一
分
〇
一
秒
、
九
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ
の
地
点

ケ
の
地
点
よ
り
二
八
七
度
五
二
分
一
〇
秒
、
七
三
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

サ
の
地
点

コ
の
地
点
よ
り
一
三
度
〇
〇
分
二
一
秒
、
九
六
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

シ
の
地
点

サ
の
地
点
よ
り
八
九
度
〇
二
分
五
二
秒
、
六
八
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ス
の
地
点

シ
の
地
点
よ
り
七
一
度
〇
〇
分
〇
二
秒
、
五
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
の
地
点

ス
の
地
点
よ
り
六
一
度
四
〇
分
三
七
秒
、
四
九
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
の
地
点

セ
の
地
点
よ
り
五
二
度
三
三
分
五
五
秒
、
二
九
五
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
の
地
点

ソ
の
地
点
よ
り
六
四
度
〇
一
分
一
二
秒
、
三
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
の
地
点

タ
の
地
点
よ
り
八
四
度
二
六
分
五
四
秒
、
三
四
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
の
地
点

チ
の
地
点
よ
り
九
〇
度
二
三
分
〇
四
秒
、
一
六
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

テ
の
地
点

チ
の
地
点
よ
り
一
五
四
度
二
九
分
四
〇
秒
、
八
三
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
の
地
点

テ
の
地
点
よ
り
二
二
四
度
五
一
分
三
二
秒
、
五
八
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
の
地
点

ト
の
地
点
よ
り
二
五
一
度
二
七
分
〇
四
秒
、
六
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ナ
の
地
点
よ
り
二
三
二
度
四
一
分
三
〇
秒
、
六
八
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
の
地
点

ニ
の
地
点
よ
り
一
八
〇
度
四
三
分
四
四
秒
、
七
三
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
の
地
点

ヌ
の
地
点
よ
り
一
二
五
度
一
一
分
五
五
秒
、
四
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ
の
地
点

ネ
の
地
点
よ
り
一
七
三
度
〇
九
分
五
九
秒
、
九
三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三�

面
積

一
三
五
、
七
三
九
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
地
の
用
途

分
譲
住
宅
用
地
、
町
営
住
宅
用
地
、
道
路
用
地
、
護
岸
用
地
、
公
園
・
緑
地
用
地
、
下
水
処
理
施
設

用
地
、
給
食
セ
ン
タ
ー
用
地
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
用
地

四

出
願
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
十
一
日

五

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
河
川
課
及
び
美
保
関
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等

(

昭
和
五
十
七
年
島
根
県
告
示
第
四
百
五
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年�月��日 第�����号(	)



島 根 県 報

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等

(

昭
和
五
十
七
年
島
根
県
告
示
第
四
百
五
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

出
雲
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

出
雲
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
出
雲
市
役
所
、
斐
川
町
役
場
、
及
び
湖
陵
町
役
場

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
日
ま
で

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

平
田
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

平
田
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
平
田
市
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
日
ま
で

平成��年�月��日 第�����号 (��)

第
三
号
の
表
島
根
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
項
中

｢

｣

を

都
万
村
支
店

西
郷
支
店

隠
岐
郡
都
万
村

隠
岐
郡
西
郷
町

｢

｣

に
改
め
る
。

西
郷
支
店

隠
岐
郡
西
郷
町

第
三
号
の
表
中

｢

｣
を

島
根
県
信
用
漁
業
協
同

組
合
連
合
会

本
店

松
江
市
御
手
船

場
町

｢

｣

に
改
め
る
。

島
根
県
信
用
漁
業
協
同

組
合
連
合
会

信
用
組
合
広
島
商
銀
松
江
支
店

本
店

松
江
市
御
手
船

場
町

松
江
市
津
田
町



島 根 県 報

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

江
津
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

江
津
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
江
津
市
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
日
ま
で

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

浜
田
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

浜
田
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
浜
田
市
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
日
ま
で

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

益
田
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

益
田
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
益
田
市
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
日
ま
で

平成��年�月��日 第�����号(��)



平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
印
刷

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (��)


